
 

 

 

は じ め に 
 

 

 「鹿児島市宅地開発技術指針」は、「鹿児島市宅地開発に関する条例」の施

行に併せて、許可事務の透明性の向上及び適正化を図るため、開発・宅造許可

に関する「法令の審査基準」や個別に定めてきた「運用、取扱い方針」、さら

に、「公共施設の管理者基準」を体系的に整理したもので、平成 19 年 12 月 3

日に第 1版を発行しました。 

 

 その後、平成 30 年 4 月 1 日に第 3 版を発行して以降、令和 3 年 4 月には行

政手続きにおける押印見直しを趣旨とした法改正等により申請書等の様式が変

更されたほか、令和 2 年 9 月には頻発・激甚化する自然災害に対応するため都

市計画法の一部が改正され、本市においても「鹿児島市市街化調整区域におけ

る住宅建築等に関する条例」を一部改正し、令和 4 年 4 月 1 日から施行するな

ど、開発・宅造許可を取り巻く環境の変化や制度の改正がありました。これら

を反映させるとともに「運用、取り扱い方針」や関係課による「公共施設の管

理者基準」等の改正も併せて、第４版として改訂版を発行することといたしま

した。 

 

 つきましては、「鹿児島市宅地開発に関する条例」及び「鹿児島市宅地開発

技術指針」に示された基準や手続きを遵守していただき、本市の良好な都市環

境の形成につながる計画となりますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

令和５年４月１日 

 

鹿 児 島 市  
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   ２－３－２ 本市の造成宅地防災区域について・・・・・・・・・・・・１８５ 

 

第３節 宅地造成の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６ 

  ３－１ 「宅地造成」とは（法第２条）・・・・・・・・・・・・・・・・１８６ 

   ３－１－１ 「宅地」とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６ 

   ３－１－２ 「公共の用に供する施設」とは・・・・・・・・・・・・・１８６ 

   ３－１－３ 「崖」とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６ 

   ３－１－４ 「土地の形質の変更」とは・・・・・・・・・・・・・・・１８７ 

  ３－２ 宅地造成区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９ 

  ３－３ 一体造成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９ 

 

第４節 宅地造成に関する工事の許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０ 

 ４－１ 宅地造成に関する工事の許可（法第８条、第１２条）・・・・・・１９０ 

 ４－２ 国又は都道府県等の特例（宅造協議）（法第１１条）・・・・・・１９０ 

 ４－３ 宅造許可を要しない工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０ 

  

第５節 工事の技術的基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３ 

  ５－１ 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３ 

  ５－２ 技術的基準（法第９条）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３ 

   ５－２－１ 宅地造成区域の安全確保（区域設定による事前の 

安全対策）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３ 

   ５－２－２ 地盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１ 

   ５－２－３ 切土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２ 

        １．切土法面勾配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２ 

        ２．切土法面の高さ、形状・・・・・・・・・・・・・・・・２０２ 

   ５－２－４ 盛土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４ 

        １．原地盤の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４ 

        ２．盛土法面勾配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４ 



        ３．盛土法面の安定性の検討・・・・・・・・・・・・・・・２０４ 

        ４．盛土法面の高さ、形状・・・・・・・・・・・・・・・・２０５ 

        ５．盛土全体の安定性の検討・・・・・・・・・・・・・・・２０５ 

        ６．盛土の施工上の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・２０６ 

        ７．地下水排除工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７ 

        ８．盛土内排水層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８ 

   ５－２－５ 法面保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８ 

        １．法面保護の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８ 

        ２．法面保護工の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８ 

        ３．法面緑化工の設計・施工上の留意事項・・・・・・・・・２０８ 

        ４．構造物による法面保護工の設計・施工上の留意事項・・・２０８ 

        ５．法面排水工の設計・施工上の留意事項・・・・・・・・・２０８ 

   ５－２－６ 擁壁の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９ 

        １．擁壁の設置義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９ 

   ５－２－７ 擁壁の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０ 

        １．擁壁の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０ 

        ２．擁壁構造の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・２１１ 

        ３．義務設置擁壁の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・２１１ 

        ４．鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の 

擁壁の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１１ 

        ５．練積み造の擁壁の構造・・・・・・・・・・・・・・・・２１４ 

        ６．擁壁背面排水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１５ 

        ７．擁壁の耐震設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１７ 

        ８．擁壁設置上の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・２１８ 

        ９．大臣認定擁壁の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・２２３ 

       １０．擁壁の施工上の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・２２３ 

       １１．基礎地盤の許容応力度（地耐力）の確認・・・・・・・・２２４ 

   ５－２－８ 排水施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７ 

   ５－２－９ 練積み造擁壁標準図・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８ 

  ５－３ 設計者の資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３７ 

   ５－３－１ 設計資格を要する工事（政令第１６条）・・・・・・・・・２３７ 

   ５－３－２ 設計者の資格（政令第１７条）・・・・・・・・・・・・・２３７ 

 

 第６節 宅地造成工事許可の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３８ 

  ６－１ 事前の手続き（許可申請前の手続き）・・・・・・・・・・・・・２３９ 

   ６－１－１ 計画上の配慮事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３９ 

   ６－１－２ 事前協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３９ 

   ６－１－３ 地区計画等に関する協議・・・・・・・・・・・・・・・・２３９ 

   ６－１－４ 宅地開発予定標識の設置・・・・・・・・・・・・・・・・２３９ 

   ６－１－５ 宅地開発の計画の周知・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０ 

   ６－１－６ 説明会等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０ 

   ６－１－７ 宅地開発に係る紛争解決の努力・・・・・・・・・・・・・２４１ 

  ６－２ 宅地造成に関する工事の許可申請の手続き・・・・・・・・・・・２４２ 

  ６－２－１ 防災調整池設置に関する事前協議・・・・・・・・・・・・２４２ 

  ６－２－２ 公安委員会との調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２ 

  ６－２－３ 許可の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２ 

６－２－４ 許可申請図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２ 

  ６－２－５ 許可申請書の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４８ 

  ６－２－６ 事前協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４８ 

  ６－２－７ 宅地造成許可申請書の取下げ・・・・・・・・・・・・・・２４９ 



  ６－２－８ 許可の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０ 

  ６－３ 許可後の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０ 

   ６－３－１ 宅地開発許可標識の設置・・・・・・・・・・・・・・・・２５０ 

   ６－３－２ 工事着手の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１ 

   ６－３－３ 緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１ 

   ６－３－４ 工事施工時の配慮事項・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２ 

   ６－３－５ 許可の変更等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２ 

   ６－３－６ 工事の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５７ 

   ６－３－７ 防災措置の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５８ 

   ６－３－８ 工事の検査済証交付前の建築工事着工・・・・・・・・・・２５９ 

   ６－３－９ 擁壁等の工程検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６０ 

   ６－３－10 工事の一部完了検査の申請・・・・・・・・・・・・・・・２６０ 

   ６－３－11 工事の完了検査の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・２６０ 

   ６－３－12 工事完了の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６１ 

６－３－13 検査済証の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６１ 

６－３－14 進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６１ 

６－３－15 二次造成の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６２ 

 

 

第３章 その他 
 

第１節 標準処理期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

  １－１ 標準処理期間の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

  １－２ 標準処理期間の不算入事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

  １－３ 標準処理期間の適用除外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

  １－４ 標準処理期間一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

 

第２節 開発登録簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４ 

  ２－１ 開発登録簿について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４ 

  ２－２ 開発登録簿の記載事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４ 

  ２－３ 開発登録簿の閲覧、写しの交付・・・・・・・・・・・・・・・・２６４ 

  ２－４ 鹿児島市開発登録簿閲覧規則・・・・・・・・・・・・・・・・・２６５ 

 

第３節 手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６７ 

  ３－１ 手数料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６７ 

  ３－２ 鹿児島市手数料条例の抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６７ 

 

第４節 事前相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０ 

  ４－１ 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０ 

  ４－２ 相談の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０ 

  ４－３ 相談処理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１ 

  ４－４ 相談処理の有効期限について・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２ 

 

第５節 鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例・・・・２７３ 

  ５－１ 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３ 

  ５－２ 条例の適用区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３ 

  ５－３ 「開発行為」とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３ 

  ５－４ 開発行為の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３ 

   ５－４－１ 届出が必要な造成規模・・・・・・・・・・・・・・・・・２７３ 

   ５－４－２ 届出が不要となる開発行為・・・・・・・・・・・・・・・２７５ 



   ５－４－３ 開発行為の届出書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 

   ５－４－４ 標識の設置及び開発行為標識設置届出書の提出・・・・・・２７６ 

   ５－４－５ 周辺住民への事前説明・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 

   ５－４－６ 工事着手届の提出及び工事着手・・・・・・・・・・・・・２７６ 

   ５－４－７ 変更等が生じた場合の届出・・・・・・・・・・・・・・・２７７ 

   ５－４－８ 工事完了した場合の届出・・・・・・・・・・・・・・・・２７７ 

   ５－４－９ 届出の手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７８ 

   ５－４－10 提出図書一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７９ 

 

 第６節 鹿児島市違反宅地開発取扱い事務処理要領について・・・・・・・・２８０ 

  ６－１ 要領の制定理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８０ 

  ６－２ 要領と法による罰則規定との関係・・・・・・・・・・・・・・・２８０ 

  ６－３ 本市の違反宅地開発の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８１ 

  ６－４ 要領の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８３ 

   ６－４－１ 都市計画法の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８３ 

   ６－４－２ 宅地造成等規制法の場合・・・・・・・・・・・・・・・・２８４ 

  ６－５ 要領で定める違反宅地開発の対応の流れ・・・・・・・・・・・・２８５ 

  ６－６ 鹿児島市違反宅地開発取扱い事務処理要領・・・・・・・・・・・２８６ 

 

 第７節 国土利用計画法に基づく届出について・・・・・・・・・・・・・・２８８ 

  ７－１ 国土利用計画法のねらい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８８ 

  ７－２ 届出の必要な土地取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８８ 

  ７－３ 届出の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８９ 

 

 第８節 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について・・２９１ 

  ８－１ 公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法）のねらい・・・・・・２９１ 

  ８－２ 公拡法の届出（法第４条） 土地の有償譲渡の届出・・・・・・・２９１ 

  ８－３ 公拡法の申出（法第５条） 土地の買取希望の申出・・・・・・・２９２ 

  ８－４ 土地の買取の協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９２ 

  ８－５ 土地の譲渡の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９３ 

 

 

第４章 様式集 
 

 様式一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９４ 

 

 １．宅地開発条例関係様式 

   ①鹿児島市宅地開発に関する条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・２９７ 

 

 ２．開発行為等関係様式 

   ①都市計画法施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０４ 

   ②都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則・・・・・・・・・３１２ 

   ③開発許可その他様式（規則外参考様式）・・・・・・・・・・・・・・３４０ 

   ④市街化調整区域内の建築許可その他様式（規則外参考様式）・・・・・３５６ 

   ⑤市街化調整区域における開発行為等に関する事務処理要領・・・・・・３６４ 

 ３．宅地造成工事関係様式 

   ①宅地造成等規制法施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６７ 

   ②鹿児島市宅地造成等規制法施行細則・・・・・・・・・・・・・・・・３７３ 

   ③宅造許可その他様式（規則外参考様式）・・・・・・・・・・・・・・３８０ 

 



 ４．災害防止条例関係様式 

   ①鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例施行規則・３９５ 

   ②災害防止条例届出その他様式（規則外参考様式）・・・・・・・・・・４０６ 

 

 ５．事前相談関係様式 

   ①開発宅造・建築相談書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１３ 

 

 ６．違反宅地開発取扱い事務処理要領関係様式 

   ①鹿児島市違反宅地開発取扱い事務処理要領・・・・・・・・・・・・・４１５ 

 

 ７．国土利用計画法関係様式 

   ①国土利用計画法施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２７ 

 

 ８．公有地の拡大の推進に関する法律関係様式 

   ①公有地の拡大の推進に関する法律施行規則・・・・・・・・・・・・・４２９ 

 

 

第５章 市制定の条例・規則 
 

第１節 法令を補足するために市で定めた規則・・・・・・・・・・・・・・４３２ 

  １－１ 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則・・・・・・・４３２ 

    〇 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則・・・・・・・４３２ 

  １－２ 鹿児島市宅地造成等規制法施行細則・・・・・・・・・・・・・・４３６ 

    〇 鹿児島市宅地造成等規制法施行細則・・・・・・・・・・・・・・４３６ 

 

第２節 市で定めた条例及びその規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４０ 

  ２－１ 鹿児島市宅地開発に関する条例及び施行規則・・・・・・・・・・４４０ 

    〇 鹿児島市宅地開発に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・・４４０ 

    〇 鹿児島市宅地開発に関する条例施行規則・・・・・・・・・・・・４４３ 

  ２－２ 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例 

及び施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４４ 

    〇 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例・・・・４４４ 

    〇 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例施行規則 ・４４７ 

  ２－３ 鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例 

及び施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４９ 

    〇 鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例・・・４４９ 

    〇 鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例施行規則・４５３ 

 

第３節 その他関係要綱等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５５ 

  ３－１ 鹿児島市開発行為審査協議会設置要綱・・・・・・・・・・・・・４５５ 

    〇 鹿児島市開発行為審査協議会設置要綱・・・・・・・・・・・・・４５５ 



鹿児島市宅地開発技術指針 改正経過 

 

新規策定  平成１９年 ９月２６日決裁  平成１９年１０月 １日施行 

第２版策定 平成２５年 ３月１１日決裁  平成２５年 ４月 １日施行 

第３版策定 平成２９年１２月 ６日決裁  平成３０年 ４月 １日施行 

第４版策定 令和 ５年 ３月２８日決裁  令和 ５年 ４月 １日施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


